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報告第１０号 

専決処分の承認を求めることについて（令和６年度藤井寺市一般会計補

正予算（第６号）） 

令和６年度藤井寺市一般会計補正予算（第６号）について、地方自治法（昭和   

２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したの

で、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和６年１０月１１日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹 
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議案第５５号 

財産の取得について（追認） 

次の財産を取得したことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第   

９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（昭和３９年藤井寺市条例第１０号）第３条の規定により、議会の議決を求

める。 

  令和６年１０月１１日提出 

                        藤井寺市長 岡田 一樹   

 

１ 取得した財産  小学校教師用教科書、指導書、デジタル教科書等 

２ 契 約 の 方 法  随意契約 

３ 取 得 金 額  ２５，７７９，０４０円 

４ 契約の相手方  住所 羽曳野市高鷲１丁目６番２号 

          名称 藤野昭文堂 

              藤野 恵三子 

５ 契 約 締 結 日  令和６年３月５日 

 

 

 

提案理由 

 令和５年度に取得した小学校教師用教科書及び指導書について、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決

を経て取得すべきところ、議決を経ずに取得していたため、当該財産の取得につい

て追認を得ようとするものである。 
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議案第５６号 

財産の取得の変更について（追認） 

次の財産の取得を変更したことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（昭和３９年藤井寺市条例第１０号）第３条の規定により、議会の議決を

求める。 

  令和６年１０月１１日提出 

                        藤井寺市長 岡田 一樹   

 

１ 取得した財産  小学校教師用教科書、指導書、デジタル教科書等 

２ 契 約 の 方 法  随意契約 

３ 取 得 金 額  変更前 ２５，７７９，０４０円 

  変更後 ２５，７８０，４９９円 

４ 契約の相手方  住所 羽曳野市高鷲１丁目６番２号 

          名称 藤野昭文堂 

              藤野 恵三子 

５ 契 約 締 結 日  令和６年３月２６日 

 

 

 

提案理由 

 令和６年３月５日付けで契約締結した小学校教師用教科書及び指導書について、

注文数の錯誤が発覚したことにより取得金額を変更したため、当該財産の取得の変

更について追認を得ようとするものである。 
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議案第５７号 

財産の取得の変更について（追認） 

次の財産の取得を変更したことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（昭和３９年藤井寺市条例第１０号）第３条の規定により、議会の議決を

求める。 

  令和６年１０月１１日提出 

                        藤井寺市長 岡田 一樹   

 

１ 取得した財産  小学校教師用教科書、指導書、デジタル教科書等 

２ 契 約 の 方 法  随意契約 

３ 取 得 金 額  変更前 ２５，７８０，４９９円 

  変更後 ２３，２２６，１９７円 

４ 契約の相手方  住所 羽曳野市高鷲１丁目６番２号 

          名称 藤野昭文堂 

              藤野 恵三子 

５ 契 約 締 結 日  令和６年３月２８日 

 

 

 

提案理由 

 令和６年３月５日及び同月２６日付けで契約締結した小学校教師用教科書及び指

導書について、一部の教科書等が納入期限までに納品されないことに伴い、取得金

額を変更したため、当該財産の取得の変更について追認を得ようとするものである。 



 

 

 

 


